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小平市立図書館資料選定基準 新旧対照表 

 

 

 

小平市立図書館資料選定基準（改訂後） 

 

平成２８年 ４月 １日制定 

令和  ２年 ４月 １日改正 

 

（児童図書） 

（１）子どもが読書の楽しさを発見し、豊かな

経験を得ることによって、子どもの想像力

をはぐくみ、感性を豊かにすることができ

る資料を収集する。 

（２）小学校及び中学校の教科や調べ学習に役

立つ資料を収集する。 

                      

                    

   

（３）収集方針に沿った選書を行うために、現

物選定を基本とする。 

（４）翻訳はできる限り原作に忠実であり、か 

つ、子どもにとって読みやすい訳文のもの

を収集する。 

（５）児童図書の各分野は、特に以下の点に留

意して収集する。 

 

小平市立図書館資料選定基準（改訂前） 

 

平成２８年 ４月 １日制定 

 

 

（児童図書） 

（１）子どもが読書の楽しさを発見し、豊かな

経験を得ることによって、子どもの想像力

をはぐくみ、感性を豊かにすることができ

る資料を収集する。 

（２）小学校及び中学校の教科や調べ学習に役

立つ資料を収集する。 

（３）身近な図書館を利用する子どもたちのた

めに、原則として全館に同一の資料を揃え

る。 

（４）収集方針に沿った選書を行うために、現

物選定を基本とする。 

（５）翻訳はできる限り原作に忠実であり、か

つ、子どもにとって読みやすい訳文のもの

を収集する。 

（６）児童図書の各分野は、特に以下の点に留

意して収集する。 

 


